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栃木市生活環境部保険年金課 



令和５年度第４回栃木市国民健康保険運営協議会次第 

 

 日 時：令和５年 11月 15日（水）午後１時～ 

場 所：栃木市役所 ４階 議会会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 会議録署名者指名 

 

４ 議 事 

（１）国民健康保険税率等の見直しについて 資料１ 別冊 1 別冊２ 参考資料 

 

 

 

（２）栃木市特定健康診査等の実施に関する計画（第４期）および 

栃木市国民健康保険データヘルス計画（第３期）の策定について（素案） 

 

 

 

 （３）その他                  

 

 

 

 

５ 閉 会 
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 資料１  

国民健康保険税率の見直しについて 

 

●前回の協議について 

 （１）保険税率等見直しの考え方(案)について 

    ・県がどういう方針なのか、見極めがついてからいろいろ考えればいい。 

今この時点で議論をするのは困難。 

 （２）こどもの均等割軽減について 

     ・子育て世代の負担軽減には有効である。 

しかしながら、国保財政の負担や国保税納税者間の負担の公平性等の課題、さ

らには県が進める保険税水準の統一も見据えなければならないことから、栃木

市独自の軽減措置については慎重に検討する必要がある。 

 （３）課税限度額の引き上げについて、以下のとおりとする。 

  

 

 

 

 

１．国民健康保険制度を取り巻く現状 

平成 30(2018) 年度の国保制改革において、将来的な保険料負担平準化を進める

ため、財政運営が都道府県単位とされ、栃木県は市町ごとの標準保険料率を提示す

るとともに国保運営方針を定め事務の効率化・広域化を推進することとなりました。 

 

◎保険税水準の統一に向けた対応（案）について（栃木県） 

（１）保険税水準の統一までの主な取り組み     ※参考資料 

〇納付金ベースの統一  Ｒ６～R10 にかけて平準化に向けて段階的に近づける。        

〇保険税の算定方式を３方式（所得割、均等割、平等割）に統一する。 

〇保険税の賦課限度額を地方税法施行令の賦課限度額に統一する。 

（２）その他 

〇市町の国民健康保険財政調整基金（以下、基金という。）については、国保事業

費納付金（以下、納付金という。）ベースの統一の達成、収納率や医療費水準な

どの進捗を確認しながら、完全統一への移行を具体化する段階で検討が必要。  

  医療分 後期高齢者支援分 介護分 計 

現 行 ６３万円 １９万円 １７万円 ９９万円 

改正案 ６５万円 ２２万円 １７万円 １０４万円 
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２．本市国民健康保険の現状 

（１）各指標の状況 

・被保険者は、５年前と比べて、約５，６００人（15％）、世帯数は約２，１００世帯

（10％）減少。 

・被保険者全体に占める前期高齢者の割合は、４９．６％で年々増加している。 

・医療費の推移は、コロナ禍の影響による受診控えにより大きく減少したが、令和３年

度は上昇に転じた。 

・１人当たりの医療費は前期高齢者の増加や医療技術の高度化に伴い、増加している。 

（２）令和４年度決算確定による状況 

・令和４年度の実質収支額は、約３億１，３００万円の黒字であった。 

・決算確定にともなう各種交付金清算に係る積算をした結果、約３億円が剰余となり、

基金へ積立てることで、令和５年度末の基金残高は約３０億７千万円となる。 

・当初、令和５年度末の基金残高は約２５億２千万円と見込んでいたことから、予測よ

りも５億５千万円基金残が生じる見込みとなった。 

 

３．保険税率等見直しの考え方（案） 

保険税率の見直しについて、令和４年度決算確定後における基金の変動が当初見込

みと異なることとなったため、あらためてその状況を踏まえ内容を整理する。 

（１）基金の取り扱い 

・令和３年度の国保運営協議会答申では、安定的な国保運営を行っていくための適正

な保有額として、予算額の５%程度、約 10億円が望ましいとされた。 

・保険税水準統一後の市町基金のあり方については、来年度以降、県と市町で協議が始

まる。 

（２）保険税水準の統一 

・令和６年度から５年の移行期間を設けて、納付金の急激な増減を抑制しながら、段階

的に市町の保険税水準を近づけていく。（納付金ベースの統一） 

・栃木市は医療水準が高いため、納付金額は下がる方向が見込まれる。 

（３）納付金（基金変動）の見込み 

（ア）納付金増加（基金減）の要素 

・コロナによる受診控え等がなくなったことで、県内の医療費が増加する。 

・一人あたりの医療費が伸びている。 

（イ）納付金減少（基金増）の要素 

・保険税水準の統一過程において、本市は医療費水準が高いため、納付金額は下がる

ことが見込まれる。 

・国保加入者が減少している。（一方で税収も減となる） 
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（４）基金をどのようにするかの考え方 

基金の変動は納付金額の増減に大きく左右されるが、前記（３）納付金（基金変動）

の見込み記載の要因については、推計が困難である。 

あわせて、保険税水準の統一後の基金の取扱いは未定である。 

しかしながら、本年度末の基金残高が３０億円を超え、保険税水準の統一が令和１０

年に控えていることを踏まえれば、基金変動要因の推計が困難であっても、令和６年度

の税率に反映させていく必要があるのではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保険税率見直しにあたっての留意点】 

①納付金の確実な納付に努める必要があること。 

②本市の医療費水準は県内上位であることを踏まえ、令和６年度から始まる保険税

水準の統一への取り組みに備える必要があること。 

③令和１０年度の納付金ベース統一を見据える必要があること。 

④基金の取扱いについては、県の方針が決定していないことから、不足の事態に備

え、活用する余地を残しておく必要があること。 

⑤現在、本市の現行税率は県が示す標準保険料率と差異がないこと。 

⑥納付金は減少傾向にあるが、新型コロナの５類移行やインフルエンザの流行等、

医療費の推移は増加傾向にあること。 

⑦団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行等、被保険者の減少傾向が続いていく

こと。 
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◎ 保険税率等見直し（案）  

国民健康保険税率（現行） 

区  分 所得割 均等割 平等割 

医療給付費分 6.60% 25,100 円 18,600 円 

後期高齢者支援金分 2.60% 10,200 円 7,500 円 

介護納付金分 2.10% 11,200 円 6,200 円 

合  計 11.30% 46,500 円 32,300 円 

   

（１）本市現行税率と県が示す標準税率の双方低い数値を用いた税率 

※県が示す標準税率とは令和５年度示された数値 

区  分 所得割 均等割 平等割 

医療給付費分 6.04% 24,876 円 17,754 円 

後期高齢者支援金分 2.60% 10,200 円 7,500 円 

介護納付金分 2.10% 11,200 円 6,200 円 

合  計 10.74% 46,276 円 31,454 円 

試算結果・・・年間 1億１千１００万円減収します。 

 

（２）県内市町の現行税率の中間（平均）値を用いた税率 

区  分 所得割 均等割 平等割 

医療給付費分 6.33% 21,800 円 16,900 円 

後期高齢者支援金分 2.78% 8,850 円 7,050 円 

介護納付金分 2.29% 9,950 円 6,350 円 

合  計 11.40% 40,600 円 30,300 円 

試算結果・・・年間 1億４千７００万円減収します。 

 

（３）県南４市（足利・佐野・小山・栃木）の県が示す標準税率の平均値を用いた税率 

  ※県が示す標準税率とは令和５年度示された数値 

区  分 所得割 均等割 平等割 

医療給付費分 5.60% 22,390 円 16,580 円 

後期高齢者支援金分 3.02% 11,333 円 7,877 円 

介護納付金分 2.51% 11,733 円 7,034 円 

合  計 11.13% 45,456 円 31,491 円 

試算結果・・・年間１億２千７００万円減収します。  

※現行税率等

を上回る値 

別冊１ 
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（４） （１）の本市現行税率と県が示す標準税率の双方低い数値を用いた税率に 

     県内市町平均値の「医療・後期・介護分均等割り」を用いた税率 

※県が示す標準税率とは令和５年度示された数値 

区  分 所得割 均等割 平等割 

医療給付費分 6.04% 21,800 円 17,754 円 

後期高齢者支援金分 2.60% 8,850 円 7,500 円 

介護納付金分 2.10% 9,950 円 6,200 円 

合  計 10.74% 40,600 円 31,454 円 

 試算結果・・・年間２億２千万円減収します。 
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◎モデル世帯の国保税負担額比較表（限度額１０４万円） 

 

 モデルケース（1） 世帯主 63歳（単身世帯） 

  ※基準総所得額＝前年の総所得金額－基礎控除 43万円        （単位:円） 

世帯所得(控除後) 200万円 400万円 

税負担額の比較 税負担額 現行との差 税負担額 現行との差 

現行の税率 256,100 ― 482,100 ― 

（1）現行・標準双方の低値 246,200 △9,900 461,000 △21,100 

（2）全市町の平均値 249,800 △6,300 477,900 △4,200 

（3）県南 4市の平均値 251,500 △4,600 474,100 △8,000 

（4）(1)に(2)の均等割入替 240,500 △15,600 455,300 △26,800 

   

 

モデルケース（2） 世帯主 63歳、妻 60歳 

※基準総所得額＝前年の総所得金額－基礎控除 43万円        （単位:円） 

世帯所得(控除後) 200万円 400万円 

税負担額の比較 税負担額 現行との差 税負担額 現行との差 

現行の税率 302,600 ― 528,600 ― 

（1）現行・標準双方の低値 292,500 △10,100 507,300 △21,300 

（2）全市町の平均 290,400 △12,200 518,600 △10,000 

（3）県南 4市の平均 297,000 △5,600 519,600 △9,000 

（4）(1)に(2)の均等割入替 281,100 △21,500 495,900 △32,700 

        

 

モデルケース（3） 世帯主 48歳、妻 45歳 子 15歳・子 10歳 

  ※基準総所得額＝前年の総所得金額－基礎控除 43万円        （単位:円） 

世帯所得(控除後) 200万円 400万円 

税負担額の比較 税負担額 現行との差 税負担額 現行との差 

現行の税率 334,000 ― 599,200 ― 

（1）現行・標準双方の低値 323,800 △10,200 577,400 △21,800 

（2）全市町の平均 317,200 △16,800 579,900 △19,300 

（3）県南 4市の平均 326,500 △7,500 587,100 △12,100 

（4）(1)に(2)の均等割入替 307,600 △26,400 557,200 △42,000 

 

別冊２ 



将来に渡って、持続可能な国民健康保険制度を維持していくため、市町単位から県単位での支え合いに移行して
いくことにより、高額な医療費の発生や国民健康保険が抱える構造的な課題による財政運営の不安定リスクを県単

位で分散し、県内の被保険者間の受益と負担の公平等を図ることとし、原則として「県内において、同じ
世帯構成・同じ所得水準であれば同じ保険税水準」を目指していく。
ただし、共同負担とすると市町間の不公平が生じる項目（※）については、統一の対象としない例外を設け、こ

れを本県における「完全統一」と定義していく。
※ 財政安定化基金償還分、地方単独事業減額調整分など

保険税水準の平準化

事務の標準化・広域化

【将来的に目指すイメージ】

・県は納付金・市町村標準保険料率の算定条件を統一

・将来的に市町は県が算定した市町村標準保険料率に
より税率を決定

＜現在＞市町単位 ＜将来＞県単位

①保険税水準の統一の考え方（定義）

・資格管理・保険給付の手続、国保税収納対策などの
事務の内容を平準化

保険税水準の統一に向けた対応について（案）

令和４(2022)年度に、県と市町の協議により整理を行った、次期国保運営方針に盛り込む「保険税水準の統一の考

え方（定義）」及び「統一までの進め方」の対応（案）として、令和４(2022)年度第２回栃木県国民健康保険運営協

議会に報告した内容は次のとおり。

 １

出典：栃木県保健福祉部国保医療課

参考資料



【納付金ベースの統一（令和６(2024)年度から段階的に移行）】
国保事業費納付金（以下「納付金」という。）の算定方法を以下のとおり統一していく。

・これまで市町ごとの医療費水準の多寡を完全に反映させてきた算定方法（医療費指数反映係数α＝１）について、

第３期国保運営方針が開始する令和６(2024)年度から、５年の移行期間を設けて、納付金の急激な
増減を抑制しながら、段階的にα＝０（令和10(2028)年度）に近付けていく。
（R5 α＝1、R6 α＝0.8、R7 α＝0.6、R8 α＝0.4、R9 α＝0.2、R10 α＝0）

・α＝０への移行に伴って、医療費水準に応じた新たな評価制度(医療費水準に応じた２号繰入金の活
用)を導入していく。

・高額医療費や特別高額医療費は、α＝０への移行に合わせて段階的に共同負担していく。
・出産育児一時金や葬祭諸費及び審査支払手数料は、α＝０の達成年度（令和10(2028）年度）から共同負担して
いく。

＜算定方式・賦課限度額の統一＞
併せて、次の２項目についても、令和10(2028）年度までに統一していく。

・算定方式を３方式に統一していく。
・地方税法施行令の賦課限度額に統一していく（政令で定める限度額との差がある市町においては、原則として、
施行令の限度額まで引き上げを行っていくこととするが、政令改正後の速やかな市町条例の改正が困難である場
合には政令改正の１年後の引上げを許容しつつ、速やかな引上げの方法について引き続き検討していく）。

【完全統一】
市町間の収納率較差の縮小や医療費適正化、事務の標準化などに取り組むとともに、納付金ベースの統一を段階

的に進めた上で、収納率較差が一定程度まで縮小された時点から、完全統一（県内において、同じ世帯構成・同じ
所得水準であれば同じ保険税水準）を実現していく。

②統一までの進め方について：検討テーマごとの工程表（詳細は別添資料）

工程表
(主なもの)
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③納付金ベースの統一について

イ「医療費水準に着目した」新たな緩和措置の導入
・医療費水準が最も高い市町を基点として、医療費水準の低い市町から重点的に傾斜配分措置。（医療費水準は毎年度変動）

ア 医療費水準を考慮しない方法へ段階的に移行(R5 α＝1、R6 α＝0.8、R7 α＝0.6、R8 α＝0.4、R9 α＝0.2、R10 α＝0)
※αは納付金算定における医療費水準反映係数。α＝０で医療費水準を考慮しない（＝納付金ベースの統一）。

１人当たり納付金

医療費水準

α＝１

α＝0

※αを１から０へと段階的に移行した場合、
傾きが徐々に緩やかになる。

納付金算定に当たってα＝０とすることを
「納付金ベースの統一」という。（国定義）

医療費指数が県内で最も高い市町を基点に、
その差を緩和措置額の計算に活用する。

←係数に活用

※納付金総額は変わらないが、移行の過程において、医療費水準が
➢高い市町は納付金額が下がる ➢低い市町は納付金額が上がる

例）A市･･･1.05 ← 基点
B市･･･1.00（＋0.05）
C町･･･0.95（＋0.10）
D市･･･0.92（＋0.13）
E町･･･0.90（＋0.15）
※基点及び係数は毎年度変動する。

緩和措置
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